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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第72期

第１四半期
連結累計期間

第73期
第１四半期
連結累計期間

第72期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (百万円) 41,519 42,848 167,723

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △390 1,748 6,265

親会社株主に帰属する四半期(当
期)純利益又は親会社株主に帰属
する四半期純損失（△）

(百万円) △863 1,164 3,980

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △5,844 843 1,209

純資産額 (百万円) 89,643 93,651 93,759

総資産額 (百万円) 147,857 168,032 167,171

１株当たり四半期(当期)
純利益金額又は１株当たり
四半期純損失金額（△）

(円) △34.85 49.00 163.73

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 48.29 161.92

自己資本比率 (％) 50.0 46.6 46.9
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第72期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）にて営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。

　なお、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載し

た「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 
 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判

断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国新政権の政策運営動向や欧州の政治情勢への懸念などが

ありましたが、米国では景気拡大が持続し、中国及び新興国では景気に持ち直しの動きが見られました。

 一方、日本経済は、企業収益や雇用環境の改善が継続しており、緩やかな回復基調となりました。　

 当社グループが関連する自動車業界におきましては、生産の状況は、北米では好調が続いておりますが、その

他地域ではほぼ横ばいとなっております。国内市場では、新車販売の増加などにより、好調に推移いたしまし

た。

　このような状況下におきまして、当社グループは中期経営計画「Yorozu Spiral-up Plan 2017」の最終年度と

して計画に掲げた諸施策を継続実施しているところであります。

　当第１四半期の売上高は、前年同期比3.2％増の42,848百万円となりました。利益面では、日本や中国での部品

売上の増加などにより、営業利益は前年同期比17.5％増の1,278百万円、経常利益は前年同期の為替差損が当第１

四半期では為替差益に転じたことなどにより、前年同期に比べ2,138百万円増の1,748百万円、これに伴い親会社

株主に帰属する四半期純利益も、前年同期に比べ2,027百万円増の1,164百万円となりました。

　なお、当第１四半期連結累計期間の為替換算レートは、113.60円／ドル（前第１四半期連結累計期間115.32

円／ドル）であります。　

 セグメントの状況は、以下のとおりであります。

 ①日本

　金型・設備売上の増加に加え、主要得意先の新車効果による部品売上の増加などにより、売上高は前年同期比

29.2％増の14,101百万円、営業利益は部品売上の増加などにより、前年同期比55.7％増の1,328百万円となりまし

た。

　②米州

  メキシコ、ブラジルでの生産の増加があるものの、米国での生産の減少や円高の影響などにより、売上高は前

年同期比4.9％減の20,620百万円となりました。損益面では、米国での労働市場の逼迫に伴う離職者の増加とそれ

に伴う生産性の低下は改善されつつありますが、2017年1月より稼動を開始したヨロズオートモーティブアラバマ

社（YAA)の立上時コストの影響などにより、前年同期に比べ158百万円減の710百万円の営業損失となりました。

　③アジア

　タイ、インドネシアでの生産の減少や円高の影響があったものの、中国での生産の増加などにより、売上高は

前年同期比4.9％増の12,774百万円となりました。営業利益はタイの生産の減少の影響などにより、前年同期比

9.1％減の660百万円となりました。
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(2)　財政状態の分析

（資産の部）

流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,724百万円減少の70,294百万円となりました。これは、「現金及び預

金」が1,910百万円減少したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末と比べ2,585百万円増加の97,738百万円となりました。これは、「有形固定資

産」の「機械装置及び運搬具」が1,224百万円、「その他」に含まれる建物及び構築物が1,094百万円増加したこ

となどによります。

　この結果、総資産は前連結会計年度末と比べ861百万円増加の168,032百万円となりました。

（負債の部）

流動負債は、前連結会計年度末と比べ1,111百万円増加の56,779百万円となりました。これは、「電子記録債

務」が2,379百万円、「１年内返済予定の長期借入金」が1,750百万円減少したものの、「短期借入金」が5,419百

万円増加したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末と比べ143百万円減少の17,601百万円となりました。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末と比べ968百万円増加の74,380百万円となりました。

（純資産の部）

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ107百万円減少の93,651百万円となりました。これは、「株主資本」の

うち「利益剰余金」が213百万円増加し、「その他の包括利益累計額合計」のうち「その他有価証券評価差額金」

が408百万円増加したものの、「為替換算調整勘定」が700百万円減少したことなどによります。

 

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

１．株式会社の支配に関する基本方針

１）基本方針

　当社は、当社の企業価値が、当社及びその子会社・関連会社が永年にわたり蓄積してきた営業・技術・生産の

ノウハウ及びブランドイメージ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内外の社会の発展に貢献するこ

とにより、株主の皆さま共同の利益を向上させていくことにその淵源を有していると考えております。そのた

め、当社は、特定の者またはグループによる当社の総議決権の20％以上に相当する議決権を有する株式の取得に

より、このような当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる

特定の者またはグループは当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令及び

定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上のための相

当な措置を講じることを、その基本方針としております。

２）基本方針の実現に資する取組み

　当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、下記の企業価値の向
上に向けた取組み、コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み、積極的な株主還元及び当社の考える企業の
社会的責任に向けた取組みを、それぞれ実施しております。

　　　①　企業価値の向上に向けた取組み
　当社は、平成27年３月に、長期ビジョンとその第１期となる2017年までの業績目標を示した中期経営計画
YSP2017を公表し、「サスペンションシステムを通じて新たな価値を生み出し、“ヨロズブランドを世界に”」
という新しい企業ビジョンのもと、「製品力・開発力の更なる強化」、「世界の主要自動車メーカーへの販路
拡大」及び「多様性を尊重したグローバルマネジメントの強化」を実践しサスペンション部品と周辺部品とを
一体システムとして性能開発から量産までを行う『サスペンションシステムメーカー』となることによって、
企業価値を更に向上させる取り組みを進めております。

　　　②　コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み
　当社は、取締役会を経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要な決定を行うととも
に、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する機関として位置付けておりますが、株主の皆さまに対する
経営陣の責任をより一層明確にするため、平成13年６月27日開催の第56回定時株主総会において、取締役の任
期を２年から１年に短縮しております。
　更に、当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、平成27年６月10日開催の第70回定時株主
総会において、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」に移行し、監
査・監督機能の強化を図り、それに伴い独立性の高い社外取締役を新たに２名選任いたしました。

　　　③　積極的な株主還元
　当社は、YSP2017において、配当方針につき、これまでの「安定配当」から「目標配当性向の設定」へと変更
することとし、2015年度から2017年度の連結配当性向35％を目標としております。他方、内部留保は、将来の
企業価値増大に必要な資金として、研究開発費や設備投資、戦略投資等に充当する方針です。

　　　④　当社の考える企業の社会的責任に向けた取組み
　当社は、創立以来、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営姿勢と
し、関連法令の遵守はもちろんのこと、良き企業市民として社会的責任を果たすことが必要と認識し、事業活
動を行ってまいりました。今後とも、お客さまの満足と技術革新、法令等の遵守、環境問題への取組み、グ
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ローバル企業としての発展、企業情報の開示、人権の尊重、公正な取引、経営幹部の責任の明確化を図ること
によって、企業の社会的責任を遂行してまいります。

３）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みについて

　当社が導入した買収防衛策（以下、「本プラン」といいます。）は、当社が発行者である株券等について、特
定の株主、その特別関係者及び実質的に支配する者もしくは共同ないし協調して行動する者の株券等保有割合が
20％以上となる買付を行うこと等を希望する買付者が出現した場合に、当該買付者に対し、事前に当該買付等に
関する必要かつ十分な情報の提出を求めます。その後、買付者等から提供された情報が、当社社外取締役を含む
当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立諮問委員会に提供され、その検討・評価を
経るものとします。独立諮問委員会は、当該買付者が本プランに定める手続を遵守しなかった場合、その他買付
者の買付等の内容の検討の結果、当該買付者による買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に著しく反
する重大なおそれをもたらす場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当と認められる場合は、当社取締役会
に対し、対抗措置の発動を勧告します。また、独立諮問委員会は、当社取締役会に対して、株主総会において大
規模買付行為に対する対抗措置発動の要否や内容について賛否を求める形式により、株主の皆さまの意思を確認
することを勧告できます。当社取締役会は、独立諮問委員会の上記勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発
動、不発動または中止の決議を行います。具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合には、対
抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条項を定めることがあります。
　本プランの有効期間は、平成30年６月開催予定の第73回定時株主総会の終結の時までとします。ただし、有効
期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または独立
諮問委員会の勧告により取締役会で本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃
止されるものとします。

４）本プランの合理性について

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向
上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事
前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を以下のとおり充足しており、また、経済産業省に設
置された企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」
及びコーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議が平成27年３月５日に公表した「コーポレート
ガバナンス・コード原案～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」の「原則1－5．いわゆ
る買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するも
のです。

　　　①　企業価値または株主共同の利益の確保・向上

　本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のため

の期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまが適切に判断さ

れること、当社取締役会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆さまに対して提示

すること、あるいは、株主の皆さまのために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業

価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上を目的としております。

　　　②　事前の開示

　当社は、株主及び投資家の皆さま及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆さまに適正な選択の機会

を確保するために、本プランを予め開示するものです。また、当社は今後も、適用ある法令等及び金融商品取

引所規則に従って必要に応じて適時適切な開示を行います。

　　　③　株主意思の重視

　当社は、平成27年６月10日開催の第70回定時株主総会において本プランによる買収防衛策の継続を承認いた

だいております。また、前述したとおり、当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場

合には本プランはその時点で廃止されるものとしており、その存続が株主の皆さまの意思に係らしめられてい

ます。

　　　④　外部専門家の意見の取得

　当社取締役会は、大規模買付行為に関する評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を

行うにあたり、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家（フィナンシャル・アド

バイザー、弁護士、公認会計士、税理士等）の助言を得たうえで検討を行います。これにより当社取締役会の

判断の客観性及び合理性が担保されることになります。

　　　⑤　独立諮問委員会への諮問

　当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止す

るために、独立諮問委員会を活用するものとし、当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公

正を担保し、かつ、当社取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立諮問委員会の勧告を最大限尊重する

ものとしております。

　　　⑥　デッドハンド型買収防衛策またはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社の株主総会または株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって

いつでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替
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させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）またはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替

を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではありません。

　以上から、当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えております。

 
(4)　研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,886百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 64,000,000

計 64,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在発行(株)
(平成29年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 25,055,636 同左
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は、100株であ
ります。

計 25,055,636 同左 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年６月30日 ― 25,055,636 ― 6,200 ― 6,888
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
 普通株式

1,285,800
― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式

23,764,500
237,645 ―

単元未満株式
 普通株式

5,336
― ―

発行済株式総数 25,055,636 ― ―

総株主の議決権 ― 237,645 ―
 

(注) １「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 200株（議決権2個）含まれ

ております。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式77株が含まれております。

３ 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(平成29年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

② 【自己株式等】

  平成29年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ヨロズ

神奈川県横浜市港北区樽町
３－７－６０

1,285,800 ― 1,285,800 5.13

計 ― 1,285,800 ― 1,285,800 5.13
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ヨロズ(E02219)

四半期報告書

 8/21



第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 25,197 23,287

  受取手形及び売掛金 19,810 20,872

  電子記録債権 2,112 1,907

  製品 4,296 3,896

  原材料及び貯蔵品 787 796

  部分品 3,006 2,805

  仕掛品 7,663 7,807

  その他 9,152 8,930

  貸倒引当金 △9 △9

  流動資産合計 72,018 70,294

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械装置及び運搬具（純額） 38,117 39,341

   建設仮勘定 24,087 24,470

   その他（純額） 19,396 20,046

   有形固定資産合計 81,601 83,858

  無形固定資産 693 621

  投資その他の資産 12,857 13,259

  固定資産合計 95,152 97,738

 資産合計 167,171 168,032
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 16,429 16,360

  電子記録債務 7,660 5,280

  短期借入金 13,428 18,848

  1年内返済予定の長期借入金 8,000 6,250

  未払法人税等 1,449 736

  賞与引当金 1,257 1,862

  役員賞与引当金 74 109

  その他 7,368 7,331

  流動負債合計 55,667 56,779

 固定負債   

  長期借入金 14,294 14,294

  退職給付に係る負債 1,534 1,441

  その他 1,916 1,865

  固定負債合計 17,744 17,601

 負債合計 73,412 74,380

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 6,200 6,200

  資本剰余金 10,231 10,174

  利益剰余金 66,975 67,189

  自己株式 △1,836 △1,836

  株主資本合計 81,570 81,728

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,758 4,166

  為替換算調整勘定 △6,361 △7,062

  退職給付に係る調整累計額 △521 △458

  その他の包括利益累計額合計 △3,124 △3,353

 新株予約権 448 448

 非支配株主持分 14,863 14,828

 純資産合計 93,759 93,651

負債純資産合計 167,171 168,032
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 41,519 42,848

売上原価 37,081 38,162

売上総利益 4,437 4,685

販売費及び一般管理費 3,349 3,407

営業利益 1,087 1,278

営業外収益   

 受取利息 68 101

 受取配当金 88 116

 為替差益 ― 433

 その他 37 30

 営業外収益合計 194 681

営業外費用   

 支払利息 27 68

 為替差損 1,643 ―

 子会社開業準備費用 ― 141

 その他 1 1

 営業外費用合計 1,672 211

経常利益又は経常損失（△） △390 1,748

特別利益   

 固定資産売却益 0 0

 特別利益合計 0 0

特別損失   

 減損損失 0 8

 投資有価証券評価損 323 ―

 その他 0 2

 特別損失合計 324 10

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△715 1,738

法人税等 38 367

四半期純利益又は四半期純損失（△） △753 1,370

非支配株主に帰属する四半期純利益 109 205

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△863 1,164
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △753 1,370

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △365 408

 為替換算調整勘定 △4,777 △1,008

 退職給付に係る調整額 51 73

 その他の包括利益合計 △5,091 △526

四半期包括利益 △5,844 843

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △5,229 935

 非支配株主に係る四半期包括利益 △614 △91
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

を使用する方法によっております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 2,719百万円 2,808百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月11日
取締役会

普通株式 470 19.00 平成28年３月31日 平成28年６月10日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 
当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月11日
取締役会

普通株式 950 40.00 平成29年３月31日 平成29年６月９日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 報告セグメント

合計
 日本 米州 アジア

  売上高     

      外部顧客への売上高 8,194 21,364 11,959 41,519

      セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,716 311 215 3,243

計 10,911 21,676 12,174 44,762

セグメント利益 853 △551 726 1,028
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,028

セグメント間取引調整額 59

四半期連結損益計算書の営業利益 1,087
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 報告セグメント

合計
 日本 米州 アジア

  売上高     

      外部顧客への売上高 9,837 20,468 12,542 42,848

      セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

4,264 152 232 4,648

計 14,101 20,620 12,774 47,496

セグメント利益又はセグメン
ト損失（△）

1,328 △710 660 1,279
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,279

セグメント間取引調整額 △1

四半期連結損益計算書の営業利益 1,278
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日
 至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり
　　四半期純損失金額（△）

△34円85銭 49円00銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は
　　親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）
　　(百万円)

△863 1,164

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
　　純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期
　　純損失金額（△）(百万円)

△863 1,164

   普通株式の期中平均株式数(千株) 24,769 23,769

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 48円29銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する
　　四半期純利益調整額(百万円)

― ―

    普通株式増加数(千株) ― 351

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

　（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

　　　　ものの、１株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

　　当社は、平成29年７月11日開催の取締役会において資金調達することを決議いたしました。当該資金調達の内容は

次の通りであります。

　　（１）資金調達の目的

　　　　既存拠点能力増強のための投融資及び銀行借入の返済資金

　　（２）調達金額

　　　　8,000百万円

　　（３）利率

　　　　固定金利

　　（４）資金調達先

　　　　株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社横浜銀行、

　　　　株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、

　　（５）資金調達方法

　　　　長期借入金

　　（６）借入期間

　　　　４年間又は５年間

　　（７）担保提供

　　　　なし

　　（８）借入実施時期

　　　　平成29年７月14日から平成29年８月８日
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２ 【その他】

平成29年５月11日開催の取締役会において、平成29年３月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のと

おり期末配当を行うことを決議いたしました。

　　①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　950百万円

　　②１株当たりの金額　                        　　　　40円00銭

　　③支払請求の効力発生日及び支払開始日　      平成29年６月９日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年８月10日

株式会社ヨロズ

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   福　　本　　千　　人   印

 

   
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   表　　　 　 晃　　靖   印

 

   
 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヨロズ

の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成29

年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヨロズ及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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